
 

 

 

◆特定生産緑地の指定を受ける場合のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆特定生産緑地の指定を受けない場合のイメージ 
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指定期間中に買取り申出が可能なのは、農業の主たる従事者が、 

①死亡した場合又は②農業に従事することが不可能になる故障を抱えた場合に限ります。 
※ 

相続税： 

生産緑地のまま ⇒ 次の相続で納税猶予の適用不可 

生産緑地を解除 ⇒ 納税猶予の適用終了 

固定資産税等： 

生産緑地のまま ⇒ 段階的に負担増（激変緩和措置） 

生産緑地を解除 ⇒ 宅地並課税となり急激に負担増 

いつでも自由に買取り申出をすることが可能 

買取り申出をして生産緑地の行為制限が 

解除された後は、建築等の行為が可能 
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自由に買取り申出 

することは不可 

買取り申出をして、

その後の都市計画上

の廃止の手続きが完

了するまでは、生産

緑地のままとなりま

す。 


